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注1)筑豊地区、県南地区、北九州地区、福岡地区の4地区は、「平成28年度 福岡県の水道」の水道広域圏区分に準じており、ここでは筑後地区を県南地区としている。
注2)下水道普及率については、「福岡県の下水道」（福岡県建築都市部下水道課（平成30年3月））をもとに、独立行政法人水資源機構朝倉総合事業所が算出した。







昭和 55 年度 予備調査開始
平成  4 年度 実施計画調査開始
平成  5年 9月 「筑後川水系における水資源開発基本計画」の一部変更
   （小石原川ダム建設事業の追加）
平成 14年 5月 環境影響評価方法書の公告・縦覧（環境影響評価手続きの開始）
平成 15年 5月 環境影響評価準備書の公告・縦覧
平成 16年 3月 環境影響評価の公告・縦覧（環境影響評価手続きの終了）
平成 17年 4月 「筑後川水系における水資源開発基本計画」の全部変更
   （利水者と工期の確定）
平成 18年 3月 「小石原川ダム建設事業に関する事業実施計画」の認可
平成 18年 5月 水源地域対策特別措置法の「ダム指定」を受ける
平成 20年 3月 「小石原川ダム建設事業に伴う損失補償基準」の妥結
平成 22年 4月 朝倉総合事業所発足（小石原川ダム建設所と寺内ダム管理所の統合）
平成 22年 9月 国土交通大臣からダム事業検証の指示
平成 24年 12月 国土交通省が小石原川ダム建設事業の『継続』を決定
平成 25年 2月 水源地域対策特別措置法の「水源地域」の指定
平成 25年 3月 水源地域対策特別措置法の「水源地域整備計画」の決定
平成 25年 11月 小石原川ダム建設事業に関する事業実施計画（変更）の認可
平成 27年 1月 土地収用法に基づ＜事業認定告示
平成 27年 7月 導水施設工事着手
平成 27年 12月 「筑後川水系における水資源基本計画」の一部変更（工期の変更）
平成 28年 4月 ダム本体工事着手
平成 28年 7月 仮排水路トンネル転流開始
平成 30年 5月 小石原川ダム定礎式
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